
  

一 

令和 7 年 11 月 18 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１４０９４号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約 

 
 

 

 
 

の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
の
認
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

漁
船
損
害
等
補
償
法
に
基
づ
く
付
保
義
務
の
発
生
の
た
め
の
同
意
の
認
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

公 
 

告 

○ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
□
五
件
□ 

 
 

 
 

 

一 

○ 

土
地
区
画
整
理
審
議
会
委
員
の
補
欠
選
挙
の
選
挙
期
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
五
百
八
十
号 

 

漁
業
災
害
補
償
法
□
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
□
第
百
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
□
た
次
の
区
域
及
び
漁
業
の
区
分
に
つ
い
て
の
特
定

第
二
号
漁
業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
□
同
法
第
百
八
条

第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
□ 

 

な
お
□
同
項
の
規
定
に
よ
る
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
の
義
務
は
□
令
和
七
年
十

一
月
二
十
二
日
か
ら
発
生
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 
人 

 
 

そ
の
一 

 

区
域 

富
津
漁
業
協
同
組
合
の
地
区 

 

漁
業
の
区
分 

大
堀
地
区
□
青
木
地
区
及
び
富
津
地
区
の
主
と
し
て
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む
小
型

合
併
漁
業 

そ
の
二 

 

区
域 

富
津
漁
業
協
同
組
合
の
地
区 

 

漁
業
の
区
分 

大
堀
地
区
□
青
木
地
区
及
び
富
津
地
区
の
主
と
し
て
さ
し
網
を
使
用
し
て
営
む
小
型
合

併
漁
業 

 

千
葉
県
告
示
第
五
百
八
十
一
号 

 

漁
船
損
害
等
補
償
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
□
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ 

り
□
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
□
同
法
第
百
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
□
た
も
の
と
認
め
る
□ 

 

な
お
□
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
は
□
令
和
七
年
十
一
月 

 
 

十
九
日
か
ら
発
生
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 

 

市
川
市
加
入
区 

公

告 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
七
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
十
八
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
七
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
十
八
日
ま

で
□
千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

松
戸
市
八
ケ
崎
複
合
□
南
棟
□ 

 
 

 

松
戸
市
八
ケ
崎
八
丁
目
三
四
番
地
三
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

三
井
住
友
ト
ラ
ス
ト
・
パ
ナ
ソ
ニ
□
ク
フ
□
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

濵
野
敬
一
ほ 

 

 
 

か 

 
 

 

東
京
都
港
区
芝
浦
一
丁
目
二
番
三
号
ほ
か 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ 

代
表
取
締
役 

松
本
貴
志
ほ
か 

 

４ 
変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ 

代
表
取
締
役 

松
本
貴
志
ほ
か 

 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
八
月
二
十
六
日 

三 

縦
覧
場
所 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

7

年

11 

月

18

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 
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千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
松
戸
市
経
済
振
興
部
商
工
振
興
課 

  
 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
七
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
十
八
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
七
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
十
八
日
ま

で
□
千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
マ
ダ
電
機
テ
□
ク
ラ
ン
ド
柏
店 

 
 

 

柏
市
大
山
台
一
丁
目
二
二
番
地
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
あ
や
ね 

代
表
取
締
役 

三
ノ
宮
廣
ほ
か 

 
 

 

成
田
市
西
三
里
塚
二
四
五
番
地
一
二
ほ
か 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
デ
ン
キ 

代
表
取
締
役 

上
野
善
紀
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
デ
ン
キ 

代
表
取
締
役 

佐
野
財
丈
ほ
か 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
七
年
四
月
一
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
八
月
二
十
六
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
柏
市
経
済
産
業
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
七
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
十
八
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
七
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
十
八
日
ま

で
□
千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

東
京
デ
□
ズ
ニ
□
ラ
ン
ド
商
品
施
設 

 
 

 

浦
安
市
舞
浜
一
番
地
一
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
オ
リ
エ
ン
タ
ル
ラ
ン
ド 

代
表
取
締
役 

高
橋
渉 

 
 

 

浦
安
市
舞
浜
一
番
地
一 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
オ
リ
エ
ン
タ
ル
ラ
ン
ド 

代
表
取
締
役 

吉
田
謙
次 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
オ
リ
エ
ン
タ
ル
ラ
ン
ド 

代
表
取
締
役 

高
橋
渉 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
七
年
四
月
一
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
五
月
一
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
浦
安
市
市
民
経
済
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
七
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
十
八
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
七
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
十
八
日
ま

で
□
千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
一 
届
出
の
概
要 

 

１ 
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

東
京
デ
□
ズ
ニ
□
シ
□
商
品
施
設 

 
 

 

浦
安
市
舞
浜
二
番
地
二
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
オ
リ
エ
ン
タ
ル
ラ
ン
ド 

代
表
取
締
役 

高
橋
渉 

 
 

 

浦
安
市
舞
浜
一
番
地
一 



  

三 
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３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
オ
リ
エ
ン
タ
ル
ラ
ン
ド 

代
表
取
締
役 

吉
田
謙
次 

 
４ 
変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
株
式
会
社
オ
リ
エ
ン
タ
ル
ラ
ン
ド 

代
表
取
締
役 

高
橋
渉 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
七
年
四
月
一
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
五
月
一
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
浦
安
市
市
民
経
済
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
七
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
十
八
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
七
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
十
八
日
ま

で
□
千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
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舞
浜
駅
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安
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舞
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二
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一
一
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大
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小
売
店
舗
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